
【別添】 

 

再送信同意に係る日本海ケーブルネットワーク株式会社からの裁定申請の概要 

 

 

１ 申請日 

 平成１９年５月３０日 

 

２ 申請者及び申請に係る放送事業者 

（１）申請者：日本海ケーブルネットワーク株式会社（鳥取県鳥取市） 

        代表者：代表取締役社主 安岡 利固 

住 所：鳥取県鳥取市富安２丁目１３７番地 

 

（２）申請に係る放送事業者：テレビせとうち株式会社（岡山県岡山市） 

               代表者：代表取締役社長 砂田 治男 

住 所：岡山市柳町２丁目１番１号 

 

３ 裁定申請の理由 

再送信同意について協議が不調のため 

 

４ 再送信しようとするテレビジョン放送 

テレビせとうち株式会社岡山標準テレビジョン放送局の放送（デジタル放送を除

く。） 

 

５ 再送信の業務を行おうとする区域 

 鳥取県鳥取市の一部、鳥取県倉吉市の一部、鳥取県東伯郡三朝町全域（別紙

のとおり。） 

 

６ 再送信の実施の方法 

 同時再送信による放送 

 

７ 申請者が希望する再送信の開始日 

 裁定あり次第速やかに 

 

８ 協議の経過 

申請者は、平成１０年２月から平成１９年５月までの間、区域外再送信に係



る協議をテレビせとうち株式会社と継続してきた。 

 

９ 意見の対立点 

（以下、申請者から提出された申請書を転載。なお、ＴＳＣとはテレビせとうち株式会社を指す。） 

 

意見の 

対立点 
ＴＳＣの主張 当社の主張 

１．県域免許制度 ・県域放送事業者の為、放送エリア以外の視聴

者からの苦情に責任を持てない（例・ポケモ

ン事件）。 

・放送法と有線テレビジョン放送法の間で放送

エリアについて制度上の矛盾がある。 

・緊急情報や政見放送がエリア外に流れると、

視聴者に混乱を招く恐れがある。 

・国政選挙の政見放送などで視聴者が混乱する。

・ＴＳＣの再送信は視聴者から強い要望がある。 

・ＴＳＣの再送信は都市部と地方の情報格差を是正するため

に必要。 

・当社のエリア内で実際にアンテナ受信できる以上、再送信

は認められるべき。 

・過去、災害情報などによるクレームを受けていない。 

・視聴者側が適正に判断するので混乱は起きない。 

２．著作権処理 ・番組購入先から契約違反を問われる。 

・洋画やスポーツ中継などの著作権処理も問題。

・日本ケーブルテレビ連盟を窓口に各権利団体と協議、調整、

権利処理している。 

・新しいルールができればそれに従う。 

３．ＣＭ 

スポンサー 

・地域限定ＣＭ、プレゼント募集などでスポン

サーによっては支障が出る。 

・視聴エリアの拡大は、スポンサーにとってメリットもある。

・ＴＳＣにとっても営業上プラスになることも多い。 

４．大臣裁定制度 ・制定当時のＣＡＴＶ事業者に技術的な要件を

定めたもので、現在の状況とは異なっている。

・大臣制度は一方的な制度 

・ＴＳＣの主張は「放送事業者が再送信同意を拒むことがで

きる正当な理由」（第１０４国会・衆議院・逓信委員会に

おける５条件）に該当しない。 

・協議による解決を望んでいるが、同意が得られないのであ

れば、現行法の範囲で対応せざるを得ない。 

５．協議の内容と

期間 

・大分の大臣裁定の行方や長野のキー局の動き

を見て判断したい。 

・引き続き協議を継続したい。 

・大分はデジタル波の申請で、アナログ波では同意が出され

ている。 

・大分で「同意すべき」との裁定が下りたとしても、ＴＳＣ

から同意が得られる保障がない 

・同意が得られる見通しがない以上、法令遵守のためにはこ

れ以上協議を延長できない。 

 

 

以上 



別 紙 

鳥取県 

鳥取市 

上町、吉成、吉成１丁目、吉成２丁目、吉成３丁目、馬場町、栗谷町、江崎町、東町１丁目、

東町２丁目、大榎町、庖丁人町、大工町頭、元大工町、掛出町、上魚町、鍛治町、若桜町、桶

屋町、職人町、戎町、尚徳町、弥生町、末広温泉町、永楽温泉町、吉方温泉１丁目、吉方温泉

２丁目、吉方温泉３丁目、南吉方１丁目、南吉方２丁目、富安、富安１丁目、富安２丁目、大

覚寺、興南町、宮長、的場、叶１丁目、吉成南町１丁目、吉成南町２丁目、東町３丁目、西町

１丁目、西町２丁目、西町３丁目、西町４丁目、西町５丁目、湯所町１丁目、湯所町２丁目、

丸山町、玄好町、材木町、片原１丁目、片原２丁目、片原３丁目、片原４丁目、片原５丁目、

本町１丁目、本町２丁目、本町３丁目、本町４丁目、本町５丁目、二階町１丁目、二階町２丁

目、二階町３丁目、二階町４丁目、茶町、元魚町１丁目、元魚町２丁目、元魚町３丁目、元魚

町４丁目、川端１丁目、川端２丁目、川端３丁目、川端４丁目、川端５丁目、新町、元町、御

弓町、吉方町１丁目、吉方町２丁目、立川町１丁目、立川町２丁目、立川町３丁目、立川町４

丁目、北園１丁目、北園２丁目、覚寺、浜坂、浜坂東１丁目、浜坂１丁目、浜坂２丁目、浜坂

３丁目、浜坂４丁目、浜坂５丁目、浜坂６丁目、浜坂７丁目、寿町、新品治町、薬師町、相生

町１丁目、相生町２丁目、相生町３丁目、相生町４丁目、田園町１丁目、田園町２丁目、田園

町３丁目、田園町４丁目、南町、西品治、田島、栄町、瓦町、今町１丁目、今町２丁目、行徳

１丁目、行徳２丁目、行徳３丁目、松並町１丁目、松並町２丁目、松並町３丁目、青葉町１丁

目、青葉町２丁目、青葉町３丁目、吉方温泉４丁目、南吉方３丁目、吉方、東品治町、卯垣２

丁目、卯垣３丁目、卯垣４丁目、卯垣、立川町５丁目、立川町６丁目、立川町７丁目、大杙、

桜谷、東今在家、古市、正蓮寺、新、岩倉、若葉台南２丁目、若葉台南３丁目、若葉台南５丁

目、若葉台南６丁目、若葉台北４丁目、的場１丁目、的場２丁目、的場３丁目、的場４丁目、

面影１丁目、面影２丁目、商栄町、足山、湖山町東１丁目、湖山町東２丁目、湖山町東５丁目、

湖山町南１丁目、湖山町南２丁目、湖山町南３丁目、湖山町南４丁目、湖山町南５丁目、湖山

町北１丁目、湖山町北２丁目、湖山町北３丁目、湖山町北４丁目、湖山町北５丁目、湖山町北

６丁目、湖山町西１丁目、湖山町西４丁目、徳吉、天神町、浜坂８丁目、若葉台北３丁目、海

蔵寺、西大路、中大路、東大路、緑ヶ丘１丁目、緑ヶ丘２丁目、緑ヶ丘３丁目、南安長１丁目、

南安長２丁目、南安長３丁目、賀露町北１丁目、賀露町北２丁目、賀露町北３丁目、賀露町北

４丁目、賀露町南１丁目、賀露町南２丁目、賀露町南３丁目、賀露町南４丁目、賀露町南５丁

目、賀露町南６丁目、若葉台北２丁目、美萩野１丁目、美萩野２丁目、美萩野３丁目、美萩野

４丁目、中町、寺町、扇町、雲仙、布勢、青谷町、気高町、鹿野町、福部町、国府町の各全域

 

叶、円護寺、安長、秋里、古海、生山、岩吉、徳尾、里仁、幸町、桂見、津ノ井、賀露町西１

丁目、賀露町西２丁目、賀露町西３丁目の各一部 

 

 

 



鳥取県 

倉吉市 

上井、上井町１丁目、上井町２丁目、山根、伊木、八屋、東巌城町、南昭和町、東昭和町、昭

和町１丁目、昭和町２丁目、幸町、宮川町２丁目、住吉町、湊町、東町、葵町、仲ノ町、荒神

町、宮川町、堺町１丁目、堺町町２丁目、堺町３丁目、研屋町、明治町、明治町２丁目、大正

町、大正町２丁目、新町１丁目、新町２丁目、新町３丁目、魚町、東仲町、西仲町、西町、福

吉町、旭田町、金森町、瀬崎町、東岩倉町、見日町、福吉町２丁目、西岩倉町、越中町、越殿

町、広瀬町、鍛冶町１丁目、鍛冶町２丁目、河原町、余戸谷町、八幡町、みどり町、西福守町、

丸山町、西倉吉町、福守町、鴨川町、福庭、福庭町１丁目、福庭町２丁目、海田東町、海田西

町１丁目、海田西町２丁目、海田南町、大平町、天神町、河北町、円谷町、米田町、米田町２

丁目、新陽町、下田中町、駄経寺町、駄経寺町２丁目、上灘町、秋喜、秋喜西町、生田、北野、

中河原、小鴨、蔵内、上古川、石塚、福山、鴨河内、清谷、大塚、穴窪、中江、井手畑、新田、

下古川、小田、下余戸、上余戸、虹ヶ丘町、大原、和田、和田東町、馬場町、不入岡、国府、

国分寺、福光、横田、大谷茶屋、尾原、下米積、下福田、上福田、三江、福本、福富、沢谷、

上神、北面、広栄町、古川沢、清谷町１丁目、清谷町２丁目、栗尾、厳城、穴沢、別所、鋤、

谷、津原、寺谷、大谷、黒見、富海、下大江、長坂町、長坂新町、東鴨、東鴨新町、大宮、岩

倉、耳、尾田、志津、杉野、忰谷、中野、長谷、森、大河内、上米積、今在家、服部、桜、河

来見、福積、岡、大立、上大立、般若、椋波、立見、関金町の各全域 

 

広瀬の一部 

鳥取県 

東伯郡 

三朝町の全域 

 


